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第 1節はじめに

減損会計の計算構造それ自体は，比較的単純である。その構造を理解するの

に，退職給付会計やデリバティブ会計にみるような特別なファイナンスの知識

は必要としない。にもかかわらず，その理論的性格をどう理解するかは，そう

簡単ではない。近年の会計制度改革によってわが国に導入された（あるいは導

入が予定された）新基準のなかで，減損会計は最も論争提起的なものといって

よいかもしれない。

減損会計の理論的性格をめぐる論点は多岐にわたるが，そのうちとりわけ重

要と思われるのは，当該会計を原価主義会計に属する会計と見るか，時価会

計I)に属する会計とみるかという問題であろう。会計の理論的性格を理解する

うえで基本的ともいえるこうした問題についてさえ，減損会計は一意的な解釈

を許さない複雑な要素を含んでいるのである。たとえば，井上教授は，減損会

計は「原価主義会計と相容れない」2)ものと断じておられるのに対して，万代

教授は，当該会計は「広い意味での原価配分に（したがって原価主義会計に：

筆者）含まれる」3)と述べておられる。

そこで本章では，減損会計基準の原型をなす財務会計基準審議会 (Finan-

cial Accounting Standards Board: F ASB)の財務会計基準書 (Statementof 

Financial Accounting Standards: SF AS)第121号丸および，国際会計基準

委員会 (InternationalAccounting Standards Committee: IASC (現，国際会

計基準審議会 (IntrnationalAccounting Standards Board: IASB))の国際会
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計基準 (IntrnationalAccounting Standards: IAS)第36号5)で提示された主要

規定を整理検討することによって当該会計の理論的性格を再考し，上記の問題

について筆者なりの見解を明らかにしていきたいと思う。本章での検討が，減

損会計の理論的性格のみならず，原価主義会計の基底的論理をより深く理解す

るうえで，多少なりとも貢献することができれば幸いである。

第 Il節碁準書にみる減損会計の 2類型

他の事例に先駆けて基準化されたという意味でも，先行研究において非常に

しばしば検討素材として取り上げられてきたという意味でも， SFAS第121号

と IAS第36号はいずれも減損会計基準の原型をなすものとなっている。この

節では，これら二つの基準書で提示された主要規定に依拠しながら，減損会計

の論理構成を整理していきたいと思う。これら二つの基準書はともに減損会計

基準の原型をなすものであるが，以下にみるように，その論理構成には大きな

相違がある。

1 SFAS第121号の論理構成 新規投資説一―

SFAS第121号の基底にあるのは，「減損した資産を売却せずに使用し続け

るという意思決定は，経済的には，当該資産に投資するという意思決定に相当

する」6)という考え方である。この考え方を以下では，新規投資説と呼ぶこと

にする。その基本的な論理構成は以下のとおりである。

使用目的で保有する長期性資産および識別可能なある種の無形資産の帳簿価

額が，事象または環境の変化によって回収可能価額を下回る可能性が生じた場

合，報告実体は当該各資産の減損を検討しなくてはならない7)。そして，市場

価値の著しい下落など減損をもたらす要因が確認されたならば，報告実体は当

該資産から生じると予想される正味将来キャッシュ・フローを見積もり，当該

見積キャッシュ・フローの金額が資産の帳簿価額を下回る場合には，減損を認

識しなくてはならない8)。ただし，この場合の正味将来キャッシュ・フローは
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13 原価主義会計の現代的展開

現在価値割引前の，利子費用を含まない金額とされる凡

以上の「回収可能性テスト」 (testof recoverability) にもとづいて減損を

認識することが決定された場合，減損資産はその公正価値で測定されなくては

ならない10)。なぜならば，減損した資産を売却せずに使用し続けるということ

は，価値的側面においては当該時点での当該資産の使用価値がその売却価格を

上回っているということを意味するが，資金的側面においては公正価値（すな

わち市場価格，下記参照）に等しい企業資金を投じて当該資産を再取得したの

と同じ結果になるからである。すなわち，この意味で，「減損した資産を売却

せずに使用し続けるという意思決定は，経済的には，当該資産に投資するとい

う意思決定に相当する」 II)ということができるのである。

減損資産の測定値とされる公正価値は，独立した当事者間の自発的な取引に

おいて成立する売買価格である 12)。すなわち，活発な市場が存在する場合には

当該資産の市場価格がその公正価値を表わし，そのような市場が存在しない場

合には類似資産の価格や期待将来キャッシュ・フローの現在価値を考慮してそ

の公正価値を見積もるものとされる 13)。いずれにせよ，減損資産の測定値とさ

れる公正価値は，回収可能性テストにおいて減損の識別規準として利用される

現在価値割引前の正味将来キャッシュ・フローとは異なることになる。

以上の認識・測定操作の結果，帳簿価額と公正価値の差額が減損損失として

処理され，公正価値が当該資産の「新しい原価基礎」 (newcost basis) とし

て貸借対照表に計上されることになる 14)。そして，公正価値が減損資産の「新

しい原価基礎」となる以上，非減損資産の価額決定手続きとの整合性を医る観

点から，減損損失の戻し入れは禁止されることになる 15)0 

2 IAS 第36号の論理構成＿回収可能性説一—

他方， IAS第36号の基底にある考え方は，「企業が資産に回収可能価額以上

の帳簿価額を付さないことを保証するための手続きを規定する」 16)という同基

準書の「目的」に集約されている。この考え方を以下では，回収可能性説と呼

ぶことにする。その基本的な論理構成は以下のとおりである。

企業は「各貸借対照表日ごと」 (ateach balance sheet date) 17)に，資産が減
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損している可能性を示す兆候の有無を評価し，そのような兆候の存在が認めら

れた場合には，当該資産の回収可能価額を見積もらなくてはならない 18)。そし

て，資産の回収可能価額が帳簿価額より低い場合には，当該資産の帳簿価額を

その回収可能価額まで減額しなければならない19)。この減額分が，減損損失と

して認識される。したがって， SFAS第121号とは異なり， IAS第36号におい

ては，回収可能性テストで利用される減損の識別規準と，減損額の決定プロセ

スで利用される減損の測定基準はともに回収可能価額ということになり，両者

は一致する。

IAS第36号でいう回収可能価額は，資産の正味売却価格と使用価値のいず

れか高い方の金額によって与えられる 20)。正味売却価格とは，十分な知識のあ

る自発的な当事者の間で，資産の売却について自由交渉取引が行われたときに

得られる金額から処分費用を控除した金額であり，使用価値とは，資産の継続

使用と耐用年数経過後の処分によって得られる見積将来キャッシュ・フローの

現在価値である 21)。企業は，資産の売却から得られる収益が，当該資産の継続

使用から得られる収益よりも大きい場合には，売却を選択するであろうし，逆

の場合には継続使用を選択するであろう 22)。IAS第36号が，資産の回収可能価

額を正味売却価格と使用価値のいずれか高い方の金額と規定するのは，かかる

理由によるものである。

IAS第36号においては，市場の予測を，当該企業が行う個別的見積もりに

優先させてはならないという理由から，資産の回収可能価額を公正価値に関連

させて決定するというスキームは却下されている 23)。つまり，同基準書におい

ては，回収可能価額は正負の暖簾を加味した当該資産の個別的価値とすること

が要求されているのである。同基準書はこの点でも， SFAS第121号とは異な

る内容となっている。

さらに，資産から生じる将来キャッシュ・フローの可能性に関するより有用

な指標を提供することになるなどの理由から，回収可能価額の見積もりに変更

があった場合には，減損損失を戻し入れることが要求されている 24)。この点も，

SFAS第121号とは異なる IAS第36号の特徴的な内容となっている。

以上総じて， IAS第36号は，「資産に回収可能価額以上の帳簿価額を付さな

いことを保証する」25)ものであり，さらに踏み込んでいえば，資産を極力，そ
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13 原価主義会計の現代的展開

の個別的回収可能価額で評価しようとする内容となっているのである。

第 III節減損会計の要諦としての

原価以下主義の根拠をめぐって

前節での検討から明らかなように，減損会計は，資産の減損を識別しその帳

簿価額を減損損失の金額だけ切り下げるという処理を基本構造とするものであ

り，この点に限っていえば， SFAS第121号と IAS第36号の間に相違はまった

くない。つまり，いずれの基準書においても，資産価額の変更を，帳簿価額を

上限とした下方修正に限定する原価以下主義26)が採用されているのである。こ

の意味で，原価以下主義は，減損会計の計算構造を枠づける処理的要諦といっ

てよいであろう。

改めて指摘するまでもなく，原価以下主義は，原価主義会計の最も特徴的な

処理基準をなすものである。そこで問題となるのは，各基準書における原価以

下主義がどのような理論的根拠にもとづいて主張されているかである。各基準

書における原価以下主義はその理論的根拠において原価主義会計に通じる会計

思考を含んでいるのか，あるいはそれとも，それは，単に外形的に原価主義会

計におけるそれと類似しているだけなのか。以下では，各基準書の関連規定に

よりながらこの問題を検討することによって，減損会計が原価主義会計に属す

る会計か，時価会計に属する会計かという，本章冒頭で掲げた問題の解明を試

みることにしたいと思う。

l SFAS 第121 号における原価以下主義の根拠—修正原価主義

前節でみたように SFAS第121号の基底をなすのは，新規投資説である。そ

の趣旨は，減損の認識時点において，当該時点の公正価値に等しい企業資金を

当該資産に再投資するという取引を擬制する点にある。かかる擬制のもとでは，

SFAS第121号が主張するように，減損処理時点の資産価額である公正価値が，

当該資産の「新しい原価基礎」27)としての意味を帯びることになる。
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以上の含意をさらに敷術すれば，減損処理後は，減損処理時点において再設

定された期待将来キャッシュ・フローにもとづいて，当該資産の運用にかかわ

る利益計算を毎期継続的に実施するということを，上記の擬制は意味すること

になる。そうであればこそ，減損処理時点での公正価値を当該資産の「新しい

原価基礎」として将来期間に繰り延べることに規範的な意味が生じるのであっ

て，計算構造の観点からいえば，そうした繰延処理が， SFAS第121号が想定

する期間損益計算の不可欠の前提となるのである。このような会計思考のもと

では，減損損失の戻し入れはその金額のいかんによらず評価益の計上を意味す

ることになるので， SFAS第121号がこれを禁止するのは，当然の論理的帰結

と評することができるのである。

さらに付言すれば，回収可能性テストにおいて用いられる正味将来キャッシ

ュ・フローは現在価値への割引きを考慮しない期待将来キャッシュ・フローの

単純総和なので，当該金額が期待将来キャッシュ・フローの割引現在価値より

も大きくなる分だけ減損認識のハードルは高くなる 28)。つまり， SFAS第121

号は，帳簿価額（ないし修正帳簿価額）を原価基礎（ないし新しい原価基礎）

として将来期間にわたって長期安定的に繰り延べる可能性を相対的に高める基

準となっているのである。

以上のことから， SFAS第121号で主張されている減損処理の本質は，資産

原価の修正であることが理解されるのである。換言すれば， SFAS第121号の

基底にある新規投資説の本質は修正原価主義29)であり，その限りで，それは原

価主義会計の枠を超えるものではないということができるのである。かかる会

計モデルのもとでは，回収可能価額の減少は，資産の減損それ自体として認識

されるのではなく，資産原価の当期配分額を決定するための規準（原因事象）

として認識されることになる 30)。ということは，すなわち， SFAS第121号が

想定する会計モデルのもとでは，減損損失の計上は，広い意味での原価配分31)

の一形態を表わすことになるということである。したがって，この場合，減損

処理は「広い意味での原価配分に含まれる」とする万代教授の指摘32)が，理論

的妥当性を持つことになる。

以上を要するに， SFAS第121号における原価以下主義の根拠は，同基準書

の修正原価主義思考に見出すことができるのであり，したがって，その原価以
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下主義は同基準書が拠って立つ会計思考と整合的な処理基準と評することがで

きるのである。

c IAS第36号における原価以下主義の根拠

-「企業にとっての価値」と保守主義一一

(1) 回収可能性説の淵源

他方， IAS第36号の基底をなすのは，回収可能性説である。その趣旨は，

既述のように，資産の帳簿価額が，正味売却価格と使用価値のいずれか高い方

の金額によって与えられる回収可能価額を超えないようにすることを保証しよ

うとする点にある。

ここで看過されてならないのは， IAS第36号は，こうした減損処理を，

SFAS第121号にみるようなハードルの高い回収可能性テストを課すことなく，

「各貸借対照表日ごと」33)の継続的かつ反復的な会計処理として要求していると

いうことである。つまり，減損の認識時点において再設定された将来キャッシ

ュ・フローの期待値は長期安定的に繰り越すことを予定されたものではなく，

むしろ，後続の「各貸借対照表日ごと」に当該資産の回収可能価額に照らして

再々設定することが予定されたものなのである。 IAS第36号は，このような

認識操作を通じて，「各貸借対照表日ごと」の回収可能価額を極力，資産価額

に反映させようとする基準となっている。 SFAS第121号とは対照的に， IAS

第36号が減損損失の戻し入れを要請しているのは，それが当該各時点における

回収可能価額を資産価額に反映させる会計処理となるからであり，したがって

それは，同基準書が拠って立つ回収可能性説からすれば，むしろ当然の要請と

評することができるのである。

こうした会計思考は，投資時点の資産価額（すなわち当該資産の原価）を期

間損益計算の基礎として将来期間にわたって長期安定的に繰り延べることを原

則的要請とする原価主義とは異質の会計思考である。それは，より端的にいえ

ば，時価会計の系譜に属する会計思考である。

いくつかの先行研究34)が指摘するように，その会計思考の淵源は，「企業に

とっての価値」 (valueto the business) にもとづく資産評価を指向するイギリ
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スの「現在原価会計」 (currentcost accounting) に求めることができる。「企

業にとっての価値」にもとづく資産評価は，サンディランズ・レポート 35)にお

いて公式的に提唱されたのち，会計基準委員会 (AccountingStandards Com-

mittee: ASC (現，会計基準審議会 (AccountingStandards Board: ASB)) 

の会計実務基準書 (Statementof Standard Accounting Practice: SSAP)第

16号36)によって基準化されたものである 37)。SSAP第16号では， 「正味実現可

能価値」 (net realisable value) と「将来の利用から回収可能な金額」

(amount recoverable from its future use)のいずれか高い方の金額を資産の

「回収可能価額」(recoverableamount) とし，かかる回収可能価額と 「正味

現在取替原価」 (netcurrent replacement cost)のいずれか低い方の金額を

「企業にとっての価値」，すなわち当該資産の評価額とすることが要求されてい

る38)。「正味現在取替原価」を「帳簿価額」 と置き換えれば，以上にみる

SSAP第16号の論理構成は， IAS第36号のそれと基本的に一致することになる。

こうした会計思考にもとづく会計モデルにおいては，回収可能価額の減少は，

資産原価の当期配分額を決定するための規準としてではなく，資産の減損それ

自体として認識されることになる。つまりそこでは，資産価値の減少が，会計

上の直接的な認識・測定対象とされるのである。したがって，この場合，先に

みた SFAS第121号のケースとは異なり，減損会計は「原価主義会計と相容れ

ない」とする井上教授の指摘39)が，理論的妥当性を持つことになる。したがっ

てまた，そのかぎりで， IAS第36号における原価以下主義は，単に外形的に

原価主義会計におけるそれと類似しているだけの（その意味で外生的な）処理

基準といわなくてはならない。その基底をなす会計思考に，原価主義会計に通

じる思想的要素を認めることはできないのである。

(2) 保守主義的時価会計としての減損会計

しかし，そうであればこそ，ここで改めて問われるべきは， IAS第36号が

原価以下主義を採用しているのは，一体いかなる根拠によるものかということ

である。

既に触れたように， IAS第36号が拠って立つ回収可能性説はかつてイギリ

スで主張された「企業にとっての価値」を思想的淵源としており，したがって，
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その会計思考は本質的に時価会計の系譜に属するものである。時価会計の論理

から原価以下主義を導出することは本来的に不可能である。

ちなみに，回収可能価額と正味現在取替原価はともに取得原価（帳簿価額）

を上回る場合がありうるのであって，そのような場合には，「企業にとっての

価値」概念にもとづく資産評価は評価益の計上につながる。事実， SSAP第

16号は資産評価益（同基準書で示された勘定科目にしたがえば「現在原価準備

金」 currentcost reserve)の計上を容認している 40)。つまり，このことから

明らかなように，「企業にとっての価値」概念にもとづく時価会計としては，

SSAP第16号の方が IAS第36号よりも筋が通っているのである。

しかし， IAS第36号を通覧しても，原価以下主義の根拠に言及した記述は

どこにも見当たらない。ところがその代わりに，当該減損会計の時価会計とし

ての性格を見定めるうえで，きわめて重要な規定に突き当たるのである。それ

は，公正価値にもとづく有形固定資産の再評価を代替処理として要請した

IAS第16号との連携関係を謳った規定である。

IAS第36号が減損損失の戻し入れを要請していることは既述のとおりであ

るが，同基準書は，当該戻し入れによる帳簿価額の増額修正は過年度に減損を

認識しなかったと仮定した場合の帳簿価額を超えてはならないとする一方41),

もし増額修正が当該帳簿価額を超えるならば当該増額修正はIAS第16号にもと

づく資産の再評価とみなすものとし，その超過額は「再評価積立金」 (revalu-

ation surplus) に計上することを要求している42)。つまり， IAS第36号は，以

上にみるようなIAS第16号との連携関係を謳うことによって，評価益計上をと

もなう帳簿価額の増額修正の可能性，すなわち自らが規定する資産評価会計の

時価会計としての首尾一貫性を，間接的に確保するものとなっているのである。

しかし，問題の原点に立ち返っていえば，上下両方向の帳簿価額修正を原則

的要請とする時価会計の枠内で，原価以下主義を処理的要諦とする減損会計を

構想すること自体が，そもそも矛盾した試みと評さざるをえない。かかる矛盾

の説明原理としては結局のところ，保守主義をあげるほかあるまい。つまり，

IAS第36号によって基準化された減損会計は，保守主義的時価会計となって

いるのである。しかし，「保守主義は理論ではない」43)ので，その原価以下主義

を論理整合的に説明することはできない。
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すなわち，以上のような意味で， IAS第36号で採用された原価以下主義は，

同基準書が拠って立つ会計思考との整合性を欠いているばかりでなく，資産評

価会計としての論理的一貫性をも欠いた処理基準となっているのである。

第N節むすび

以上によって， SFAS第121号およびIAS第36号で提示された主要規定の整

理検討をつうじて減損会計の理論的性格を再考し，当該会計が原価主義会計に

属する会計か，時価会計に属する会計かという問題について筆者なりの見解を

明らかにするという本章の目的は，おおむね達成されたものと思われる。

減損会計は，どのような会計思考にもとづいて減損を認識するかによって，

その理論的性格を異にする。本章では，新規投資説＝修正原価主義に依拠して

減損を認識する SFAS第121号は原価主義会計に属するものであり，回収可能

性説＝「企業にとっての価値」概念に依拠して減損を認識する IAS第36号は

時価会計に属するものであることを，明らかにした44)。したがって， IAS第36

号の原価以下主義についていえば，保守主義によってそれを説明するしかない

というのが，筆者の見解である。

他方，注目されるのは，新規投資説＝修正原価主義に依拠しつつ，原価の配

分規準として公正価値を援用する SFAS第121号の計算構造である。それは，

原価主義を計算構造の基本的枠組みとして維持しながら，その枠内で会計測定

に公正価値を投影する試みとなっている。 SFAS第115号や SFAS第133号等

の金融商品会計基準に象徴される近年の公正価値重視の会計思考をこのような

かたちでその計算構造に取り込んだ SFAS第121号は，原価主義会計の新たな

現代的展開形態を示すものとして位置づけることができるであろう。原価主義

会計の可能性と生命力に改めて睦目せざるをえないゆえんである。

注）

1) 本章では，金融商品の公正価値評価を主内容とする近年の時価指向的会計に対する呼

称として，「時価主義会計」ではなく，「時価会計」という用語を使用している。それは，

近年の時価指向的会計が，ストック評価とフロー測定を統合する論理を持ち合わせていな
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いことから，固有の資本（持分）概念を欠いた，その意味で不完全な会計システムとして

存在しているからである。つまり，当該会計の構造を，一つのまとまった「主義」によっ

て整合的に説明することはできないのである。

これに対して，原価主義会計については， 一つの「主義」によってその構造を整合的に

説明することが可能である。したがって，本章では，伝統的な用語法に従い，当該会計に

は，「原価主義会計」 という用語を充てている。なお，原価主義会計の構造に関する私見

については，藤井 [1997],第 7~9章を参照されたい。

また，「時価主義会計」と「時価会計」の異同関係については，武田 [2001],529, 531頁

も参照されたい。

2) 井上 [2000],5頁

3) 万代 [2002],84頁

4) FASB [1995]. 

5) IASC [1998]. 

6) FASB [1995], par.69. 

7) FASB [1995], par.4. 

8) FASB [1995], par.6. 

9) FASB [1995], par.6. 

10) FASB [1995], par.69. 

11) FASB [1995], par.69. 

12) FASB [1995], pars.7, 72. 

13) FASB [1995], par.7. 

14) FASB [1995], par.69. 

15) FASB [1995], par.105. 

16) IASC [1998], objective. 

17) IASC [1998], par.8. 

18) IASC [1998], par.8. 

19) IASC [1998], par.58. 

20) IASC [1998], par.5. 

21) IASC [1998], par.5 

22) IASC [1998], par.20. 

23) IASC [1998], par.B28. 

24) IASC [1998], pars.99, Blll. 

25) IASC [1998], objective. 

26) この会計処理は帳簿価額を上限とした下方修正となるので，より正確には，「癖価以下

主義」という用語を使用するべきかもしれない。しかし，ここでは，原価主義会計との関

係性の有無に焦点を当てた検討を行っているので，原価主義会計の特徴をより強く意識し

た「原価以下主義」という用語をあえて使用することにした。

27) FASB [1995], par.69. 
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28) 須田 [1999],99頁；梅原 [2001],38頁

29) 須田 [1999],101頁では，同様の視点から， SFAS第121号の会計思考を 「修正原価ア

プローチ」と呼んでいる。

30) 原価主義会計のもとでは，費用性資産の原価は，擬制的現金収支の原因事象を規準と

して期間配分されることになる。この点に関する私見については，藤井 [1997],203-204 

頁を参照されたい。

31) 原価配分を価値評価の対立概念と捉える立場から，期末の実地棚卸（在庫の価値評価）

を不可欠の前提とする棚卸資産原価の費用化手続きを原価配分に含めず，有形固定資産原

価および繰延資産原価の費用化手続き（いわゆる組織的・合理的配分）のみを原価配分と

みなす考え方も存在する。わが国の企業会計原則（本文）は，この狭義の原価配分説を採

用している。この点の詳細については，中村 [1989],56, 57頁を参照されたい。

32) 万代 [2002].

33) IASC [1998], par.8. 

34) たとえば須田 [1999],103頁；梅原 [2001],29頁

35) Inflation Accounting Committee [1976], pars.208-224. 

36) ASC [1980]. 

37) サンディランズ・レポートの呼称は， InflationAccounting Committeeの座長を務め

たF.E. P. Sandilandsの名に由来するものである。なお， SSAP第16号は，その有用性が

確認できないことなどを理由に， 1988年に撤回されている。

38) ASC [1980], pars.42-43 

39) 井上 [2000].

40) ASC [1980], par.24. 

41) IASC [1998], par.102. 

42) IASC [1998], par.103. 

43) 中村 [1989],98頁

44) この対比は，棚卸資産の処理基準の一つである低価基準の理論的性格をどう解釈する

かという問題と共通するものである。すなわち，棚卸資産の低価評価をどのような会計思

考に依拠して説明するかによって，当該基準を原価主義会計に属するものとみるか，時価

会計に属するものとみるかに分かれるのである。したがって，そのかぎりで，減損会計が

提起している理論問題そのものは，まったく目新しいものとはいえないであろう。

なお，低価基準の解釈をめぐる理論問題の詳細については，平敷 [1990],第VI章を参照

されたい。
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